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🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

私は事業主として安全は会社経営の基盤であることから労働者が安心して

働くことができる職場づくりを進めるために以下に掲げる項目を実行します。

１ 無事故・無災害を誓い、常に安全な作業を心がけます。

２ 誰もが安全に作業できるようマニュアル等の整備を行います。

3 高年齢者の体力に配慮した安全な職場配置を行います。

私たち従業員は、事業主の宣言に基づき、健康な心と体を保つよう下記の

事項を実践します。

1 運行前後点呼にて安全運行確認を実施します。

2 適時マニュアルを確認し、作業手順に沿った安全な作業を行います。

3 加齢に伴う身体機能の変化を念頭に安全な業務を行います。


